
介護職に関する外国人雇用
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※情報は本稿執筆時点（2024年11月初旬）のものです。



日本の超高齢化などに伴い、介護業界においても、外国人材はもはや
欠かすことのできない存在となりました。
今までもこれからも多くの介護施設で多くの外国人が活躍しています。

それでは、
・ 実際に外国人を雇用するには、どんな知識がいるのでしょうか？
・ 介護職、介護施設で働くことのできる外国人は、どんな人たち

なのでしょうか？
・ 外国人雇用で気をつけなければならないことは、何でしょうか？

一緒に学んでまいりましょう。
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はじめに ～ 外国人材から、外国人財へ ～



１、在留資格の基礎知識

２、介護職に関わる主な在留資格（特定技能 以外）

３、特定技能について
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本日の内容



在留資格の基礎知識
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●在留資格とは？

外国人の方が日本で暮らす場合は、在留するための資格、すなわち「在留資格」が
必要です。日本に中長期在留する外国人には、「在留カード」が発行されます。
在留外国人には、この在留カードの携帯義務があり、不携帯は罰則が入管法に
明記されています。

＜入管法＞
第２３条第２項
中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、
常にこれを携帯していなければならない。

第７５条の３
第23条第2項の規定に違反して在留カードを携帯しなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

※今回は、介護業界で就労できる在留資格にしぼってお話しします。
なお、在留資格の「在留期限」は、主に、１年・３年・５年であり、在留期限前に出入国在留管理庁
（以下、「入管庁」）へ更新を申請する必要があります。
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出典：出入国在留管理庁

← このカテゴリーの在留資格の方は、
就労制限が無いため、
日本人と同様に勤務できます。
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出典：出入国在留管理庁

●在留カードについて
（１人に１枚）

※注意：
当然ながら、在留カードに
記載のある事項は、
「全て個人情報」です。



●＜重要＞「資格該当性」と「基準適合性」について

在留資格を考えるうえで、絶対に欠かせないのが、
「資格該当性」（まず、その活動に該当する在留資格があるか）と、
「基準適合性」（その在留資格を得るために満たすべき基準をクリアしているか）
というルールです。

例 ） 中国で高校卒業後、中華料理人歴８年の李さんが、日本の中華料理店の料理長になりたい。
資格該当性：中華料理人は、在留資格「技能（調理師）」に該当 ➔ 〇 ・・・在留資格がある。
基準適合性：中華料理人は、実務経験で１０年以上が必要。➔ ✕ ・・・基準を満たしていない。
… 残念ながら、李さんに在留許可は出ない。

例 ）日本の大学の商学部に留学中のグエンさんが、卒業後は日本の商社の、経理部に就職が決まった。
資格該当性：経理業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当 ➔ 〇 ・・・ 在留資格がある。
基準適合性：人文知識カテゴリーでは、その職務に関連する学位を取得していれば実務経験は不要。➔ 〇

・・・ 基準を満たしている。（例：商学の学位があれば経理職の基準は満たすと考える）
… 他に問題（犯罪歴や雇用契約内容に問題があるなど）が無ければグエンさんには在留許可が出るはず。

※補足：外国人を雇用する側は、日本人と同等かそれ以上の待遇で雇用することが義務付けられている。
（ 労働基準法 第三条 「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の
労働条件について、差別的取扱をしてはならない」 ）
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介護職に関わる主な在留資格
（特定技能 以外）
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「介護」
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「本邦（日本）の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は
介護の指導を行う業務に従事する活動」

●働ける内容： 「介護福祉士」の業務

●海外から？ 国内から？： 主に国内（介護福祉士の国家資格取得者など）

●働ける期間： 在留期間が更新されれば継続就労することが可能

●要件： 「介護福祉士国家資格」を保持、または同等の能力が担保され、
介護福祉士登録をしていること



★介護福祉士登録について

11出典：社会福祉振興・試験センター

※「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正
により、平成29年度（第30回）から、養成施設
ルートが介護福祉士国家試験の受験資格と
なりました。
なお、養成施設を令和８年度末までに卒業
する方は、卒業後５年の間は、国家試験を
受験しなくても、または、合格しなくても、
介護福祉士になることができます。
この間に国家試験に合格するか、
卒業後５年間続けて介護等の業務に従事
することで、
5年経過後も介護福祉士の登録を継続する
ことができます。
令和９年度以降に養成施設を卒業する方
からは、国家試験に合格しなければ
介護福祉士になることはできません。



★在留資格「介護」

12

令和８年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生が、社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律（平成１９
年法律第１２５号）の附則第６条の３の適用を受けて、介護福祉士の国家試験に合格することなく介護福祉士となる資格を取得す
るためには、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の４月１日から５年間継続して社会福祉士及び介護福祉士法第２条
第２項に規定する介護等の業務に従事する必要があります。

一方、在留資格「介護」への変更許可を受けるためには介護福祉士の登録を受ける必要があるところ、介護福祉士登録証が交
付されるのは４月１日以降になる可能性が高く、同日までに「介護」への在留資格の変更が許可されず、上記附則の適用を受け
られない留学生が発生することが判明しています。

そのため、卒業した年度の翌年度の４月１日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を
受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により、介護等の業務に従事することを認めることとしました。

在留資格「介護」への変更許可を受けるためには，介護福祉士の登録を受ける必要がありますが，介護福祉士登録証が交付さ
れるのは，介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の４月１日以降であり，実務経験ルート及び福祉系高校ルートから
介護福祉士国家試験に合格し介護福祉士となる資格を取得した留学生が，同日までに在留資格「介護」への資格変更が許可さ
れない場合は，４月１日から介護等の業務に従事できません。

そのため，４月１日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は，介護福祉士登録証を受領するまでの間，
「特定活動」の在留資格により介護等の業務に従事することを認めることとしました。

「介護福祉士登録」について、入管庁の特例措置



「技術・人文知識・国際業務」
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「本邦（日本）の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、
経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に
基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

●働ける内容： 専門職に限る（設計者や翻訳通訳者、経理担当、法務担当など）

●海外から？ 国内から？： どちらも可

●働ける期間： 在留期間が更新されれば継続就労することが可能

●要件： 業務と関連する学位や専門士の保持者、または海外での
実務経験など（法律にそってしっかりと確認が必要）



★技術・人文知識・国際業務（よく略して「技人国（ぎじんこく）」と言う）

就労系で最も多い在留資格。『技術』、『人文知識』、『国際業務』とそれぞれ独立した
カテゴリーで考える。
・技術… 設計者、機械エンジニア、ITプログラマ など
・人文知識… 経理、財務、法務、経営企画 など
・国際業務… 翻訳通訳、語学講師、貿易担当 など

本人が大学（短大を含む）や、日本の専門学校を卒業しているか、または実務経験があるかが大きな基準となる。
例 ）
CAD設計（技術）… 工学系の学位を持っているか、１０年以上の実務経験があること。
経理、会計（人文知識）… 経済学や商学の学位を持っているか、１０年以上の実務経験があること。
翻訳通訳（国際業務）… 大学卒業者（専攻は問わない）か、３年以上の実務経験があること。

※国際業務は、母国語や公用語、母国の文化に関わる業務であることが原則。

なお、日本の専門学校卒業であれば、『専門士』を取得することで、実務経験は不要で申請可能な場合もある。
例）経理、企画職（人文知識カテゴリー）… 商業実務の専門士
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「特定活動４６号（本邦大学卒業者）」
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●働ける内容： 高度な日本語と、大学等で学んだ知識を使う業務

●海外から？ 国内から？： 主に国内から（留学生からの就職）※帰国した元留学生も可

●働ける期間： 在留期間が更新されれば継続就労することが可能

●要件： 下記のいずれも満たすこと。
① 日本の大学等の卒業もしくは修了
② N１取得、またはBJTで４８０点以上、もしくは大学や大学院に

おいて 「日本語」を専攻して学び卒業した者



★特定活動４６号（本邦大学卒業者）

日本の大学を卒業または大学院の課程を修了し、学位を授与された者で、
かつ高い日本語能力を有する者。

（入管庁ガイドラインより）
（１）学歴について
本邦（日本）の大学等卒業者に限られます。
大学等 ＝ 大学 ・ 大学院 ・ 短期大学 ・ 高等専門学校 ・ 短期大学等の専攻科 ・ 及び認定専修学校専門課程で高度専門士を取得

（２）日本語能力について
ア）日本語能力試験Ｎ１又はＢＪＴビジネス日本語能力テストで４８０点以上を有する方が対象です。

※ 日本語能力試験については，旧試験制度の「１級」も対象となります。
イ ）その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については，アを満たすものとして取り扱います。

なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても，アを満たすものとして取り扱いますが、この場合であっても、
併せて上記（１）の要件を満たす必要があります。
※ 本制度において「「日本語」を専攻した」とは、日本語に係る学問（日本語学、日本語教育学等）に係る学部・学科、研究科等に在籍し、

当該学問を専門的に履修したことを意味します。

介護施設での就労例 ）
介護施設において，外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら，日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

※補足：原則として「留学」の在留資格からの変更許可時、及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は『１年』となります。
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★特定活動４６号（本邦大学卒業者）
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（要注意！）指定書について：
特定活動４６号の大きな特徴として、『指定書付きの在留資格』であることが言えます。

指定書とは、パスポートに貼られる小さな紙で、簡単に言うと「あなたは、○○会社で働くことを条件に、
この在留資格を許可する」という内容のものです。

つまり、もし本人が転職したら、入管庁へ「在留資格の変更許可申請」が必要です。
新しい指定書を交付してもらう必要があるためです。申請をすると、入管庁にて審査が行われます。
その間は、本人の在留状況はもちろん、新しい転職先に関しても審査が行われますので、審査期間中は、
まだ転職先で働かせることはできません。
審査が終わり、無事に新しい指定書（と新しい在留カード）が交付されたら、転職先で勤務開始となります。
※反面、もう前職で勤務はできません。

← 指定書の一例。
指定書には様々な形がありますので、
まず大事なことは、「その在留資格は指定書がセットか」
（在留カード以外に指定書も確認の必要があるか）を
把握しておくことです。
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留学生などのアルバイト＝「資格外活動許可」

●働ける内容： 風営法にかかる場所での業務以外
※業務内容に限らず、「就労場所」自体が風営法にかからないこと

●海外から？ 国内から？： 国内（留学生や家族滞在者）

●働ける期間： 留学生の場合は学校に在籍している期間

●要件： 入管庁から「資格外活動許可」を受けていること



★資格外活動（アルバイト）について
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在留資格外の活動を許可されること。やはり多いのは留学生
や家族滞在者の「アルバイト」でしょう。
留学生や家族滞在者がアルバイトをするなら、
必ず資格外活動許可を取ってください。
在留カードの裏にスタンプが押されます。
留学生や家族滞在者が働けるのは、週２８時間以内です。
なお、留学生は夏休みなど、学校が指定した長期休暇中は
例外的に１日８時間勤務が可能です。

※ 注意！ トラブルが多い事例 ：

①留学生が「学校は中退や卒業したのにアルバイトは続けていた」、というケース。
そもそもの『留学生』という在留資格の活動を行っていない（学校へ通っていない）のに、
アルバイトという資格外活動だけ行っているのは、在留資格の取り消し対象になります。

②複数のアルバイトを「掛け持ち」しており、各アルバイト先で週２８時間以内を守れば良い、
と思っていたケース。
「週２８時間以内」とは、全てのアルバイトで働く合計時間が、週２８時間以内という意味です。



「技能実習生」
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●働ける内容： 外国人技能実習機構が認定した職種・作業

●海外から？ 国内から？： 海外から

●働ける期間： １号は一年、２号は二年、３号は二年（最長で５年）

●要件： 外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けること、他



★技能実習１号（一年間）、２号（二年間）、３号（二年間）

日本で特殊な高度技術を学び、それを母国に持ち帰り、母国の発展に役立ててもらうこと
が本来の目的の制度。
大前提として国際貢献事業であり、ゆえに「単なる人材不足を補う労働者ではない」
ということは忘れてはなりません。

教える内容（職種・作業）は、開発途上国では習得が難しい技術であり、習得するには1年以上は
かかるものであること、とされており、２０２４年１０月時点で『９１職種 １６７作業』
（２号移行対象職種）が定義されています。
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外国人技能実習機構のWebサイト
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出典：外国人技能実習機構

← 介護



① 外国の若者が、「日本へ技能実習に行きたい」と送り出し機関へエントリーする。
② 送り出し機関を通して、日本の監理団体に迎え入れられる。
③ 監理団体から、傘下の機関（実習実施者）に派遣され、技能実習を受ける。
④ １年～５年後、日本で学んだ技術を母国へ持ち帰り、母国の技術発展に役立てる。
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＜受け入れの簡単な流れ（団体監理型）＞
現在、技能実習生の９８%以上が、『団体監理型』で技能実習を受けています。
（他に『企業単独型』もあります。）
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「監理団体」は、
外国人技能実習機構（OTIT）の
WEBサイトから検索することが
できます。

※各監理団体の「対応可能職種」は
コード番号で記載があります。

介護を指す『７ー１３』の記載の
ある監理団体を探しましょう。

「一般監理団体」と「特定監理団体」
があり、
技能実習３号まで扱えるのは、
一般監理団体（優良監理団体）です。
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出典：外国人技能実習機構
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１号（一年間）、２号（二年間）、３号（二年間）と検定試験を受けてステップアップしていき、最長で５年間の在留となる。
なお３号まで進むには、その技能実習生が所属する実習実施者、監理団体ともに、いわゆる『優良機関』の認定を受けている
必要がある、など諸々の条件がある。

＜受け入れの主な要件＞
技能実習生を受け入れる実習実施者に最低限求められるのは、

★技能実習計画にそって、適切に技術、技能、知識を教えること。→ 介護の技能実習モデル
★技術面だけでなく、日本語や日本の文化も教え、生活に必要なサポートを行うこと。
★常勤職員の中から、技能実習責任者、技能実習指導員（教える職種について五年以上の実務経験が必要）、

生活指導員、を選任すること（この３役は兼任可）。
★要件に適合した宿泊環境を用意すること。
★賃金面など待遇について日本人社員と差別しないこと。

…などです。
※技能実習制度はとても複雑で、全てを語るなら本が一冊できてしまいます。また、時おり実習実施者による賃金未払いや
パワーハラスメント、技能実習計画外の作業指示が摘発され報道されますが、このような事は絶対に起きてはいけません。
受け入れる準備や、受け入れた後も手続きが多く、彼らを管理するだけでも大変です。しかし、それ以上に技能実習生たち
が日々成長し、日本の文化に馴染んでいく姿を見るのは喜ばしいものです。技能実習を終えたら、近い将来、日本と母国との
架け橋となって、国際的に活躍してくれることでしょう。

【 注意 】介護の技能実習生には、独自のガイドラインや注意事項があります。
別紙をご参照ください。
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技能実習制度は、在留資格「育成就労」に変わることが決定しています。
育成就労の詳細は別紙をご参照ください。



特定技能について
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「特定技能」

29

●働ける内容： 介護を含む１６分野での業務（後述）

●海外から？ 国内から？： どちらも可

●働ける期間： １号は五年、２号は在留期間が更新されれば継続就労可能

●要件： 次のいずれか
・分野ごとの技能試験合格と、N４程度の日本語能力保持
・技能実習を２号まで良好に修了



★特定技能
２０１９年４月の入管法改正により、創設された在留資格です。
深刻な人手不足となっている分野において外国人材を受け入れるべく創設されました。

30

＜１号のみ＞
介護・工業製品製造業（一部）・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業

＜１号と２号＞
ビルクリーニング・工業製品製造業（一部）・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・
飲食料品製造業・外食業・建設業・造船舶用工業

※介護は、在留資格「介護」（前述）があるため、２号の対象にはならなかった。
※特定技能１号は、最長で五年の在留に限られる。なお海外から『家族滞在』者として家族を呼び寄せることは不可。

（参考）２０２４年６月末時点で、特定技能「介護」の在留者数は、全国で３６,７１９人

出典：出入国在留管理庁



＜特定技能の在留資格を得る主な方法＞
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A、国内で、各分野で行われる実技試験に合格し、N４等の日本語能力も保持する。（例：留学生からの就職）

B、海外で、各分野で行われる試験に合格し、N４等の日本語能力も保持して来日する。
※海外での試験は、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、
モンゴル、スリランカで行われている。
※あくまで試験実施国であり、受験者の国籍を限定するものではない。

C、技能実習２号までを良好に修了した技能実習生（元技能実習生を含む）が、修了した技能実習と
関係する分野（職種・作業）において就労する。（技能実習先と異なる機関でも可）



＜介護の特定技能試験について＞

32

試験日や試験場所（国内・海外）、申込み方法など詳細は厚生労働省の専用Webサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html



＜日本語試験について＞

33

特定技能で有効な日本語試験は２種類あり、『日本語能力試験（JLPT）』と『国際交流基金 日本語基礎テスト
（JFT_Basic）』があります。こちらも試験日や試験場所（国内・海外）、申込み方法など詳細は、
各種『試験機関』のWebサイト等をご確認ください。

★日本語能力試験（JLPT）
（毎年、７月と１２月に行われる）

レベル「N４」 以上の保持が必要
https://www.jlpt.jp/

★国際交流基金 日本語基礎テスト（JFT_Basic）
レベル「A２」＝２００点以上の保持が必要
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

※なお、特定技能の介護試験では、独自の日本語試験「介護日本語評価試験」も行われます。
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（要注意！）指定書について：
特定技能の大きな特徴として、『指定書付きの在留資格』であることが言えます。

（前述の「特定活動４６号」と同じ）

指定書とは、パスポートに貼られる小さな紙で、簡単に言うと「あなたは、●●の分野で、○○会社で
働くことを条件に、特定技能を認める」という内容のものです。

つまり、もし本人が転職したら、入管庁へ「在留資格の変更許可申請」が必要です。
新しい指定書を交付してもらう必要があるためです。申請をすると、入管庁にて審査が行われます。
その間は、本人の在留状況はもちろん、新しい転職先に関しても審査が行われますので、審査期間中は、
まだ転職先で働かせることはできません。
審査が終わり、無事に新しい指定書（と新しい在留カード）が交付されたら、転職先で勤務開始となります。
※反面、もう前職で勤務はできません。

← 指定書の一例
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★

★

★

★

介護の「分野に特有の基準」は後述します。
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★

★

★

★
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■受入れ機関自体が満たすべき、支援体制の基準（義務的支援）

出典：出入国在留管理庁



38

支援責任者および支援担当者には、『中立性』が求められます。

受入機関は、原則、役員または職員の中から、特定技能１号外国人に対する
「支援責任者」、「支援担当者」を選任しなければなりません
（１人が兼任も可能）。
この支援責任者、支援担当者には、『中立性』が求められるため、現場で業務に
関して、特定技能１号外国人へ直接「指示、監督する立場」にある者は選任不可
です。

例： 施設長が支援責任者・現場主任が支援担当者、は不可。



＜登録支援機関について＞
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受け入れ機関は、特定技能１号に対しては、様々な『支援』（サポート）を行うことが定められています。
しかし大企業ならともかく、一般の中小企業や個人事業主では、全ての支援を行うのは現実的に難しいことも
あるかもしれません。また、支援担当者・支援責任者には中立性が求められるため、自社で選任できない
場合もあります。

そこで「登録支援機関」という、いわば入管庁公認のサポート機関制度も設けられました。
すでに全国で１０,１１０の企業や機関が登録支援機関に指定されており（増え続けています）、受け入れ機関は、
登録支援機関に支援の一部または全部を委託することで、特定技能１号外国人を雇用することができます。
全国の登録支援機関のリストは、出入国在留管理庁Webサイトで公開されています。

出入国在留管理庁Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html

出典：出入国在留管理庁
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出典：出入国在留管理庁
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介護の特定技能について
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★特定技能（介護）になるには
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出典：厚生労働省
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出典：厚生労働省



★（運用要領）特定技能外国人が従事する業務

45

● 介護分野において受け入れる１号特定技能外国人は、特定技能基準省令第１条第１項に定める
とおり、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められる
ところ、本要領別表に記載された試験の合格、又は、介護福祉士養成施設修了により確認された
技能を要する本要領別表に記載された身体介護等の業務に主として従事しなければなりません。

● なお、身体介護等の業務とは、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・
衣服着脱、移動の介助等をいいます。

● また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる
関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

● なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や
管理が想定されます。
（注）専ら関連業務に従事することは認められません。



★（運用要領）特定技能外国人が有すべき技能水準
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● １号特定技能外国人として介護分野の業務に従事する場合には、本要領別表に定める
技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。

● また、介護職種・介護作業の技能実習２号を良好に修了した者については
上記の試験等が免除されます。

● 介護職種・介護作業以外の技能実習２号を良好に修了した者については、
国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されますが、
介護日本語評価試験は免除されないことに留意願います。



★（運用要領）特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準

47

● 介護分野の１号特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において
実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。
また、訪問介護などの訪問系サービスについては、利用者、１号特定技能外国人双方の人権擁護、適切な
在留管理の観点から、１号特定技能外国人の受入れ対象とはなりません。（※補足あり。後述）

● １号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えない
こととされています。日本人「等」については、告示にあるとおり、次に掲げる外国人材が
含まれます。

① 介護福祉士国家試験に合格したＥＰＡ介護福祉士
② 在留資格「介護」により在留する者
③ 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者

このため、日本人「等」の中には、技能実習生、ＥＰＡ介護福祉士候補者、留学生は含まれません。

● 介護分野の 1 号特定技能外国人を受け入れる場合には、当該 1 号特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、
厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会
に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

● また、協議会に対し、必要な協力を行わないなどした場合には、基準を満たさないことから、
特定技能外国人の受入れができないこととなります。



★（運用要領）上陸許可に係る基準

48

● １号特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該外国人は労働者派遣によるもので
あってはならないとするもので、１号特定技能外国人を派遣することも派遣された者を受け入れる
こともできません。

● １号特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入国・在留諸申請に
おいて不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し、出入国に関する法令に関し
不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、以後５年間は、特定技能外国人の受入れが
できないこととなります。



★補足
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厚生労働省にて有識者による「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」
が定期的に開催されており、
令和６年６月の「中間まとめ（案）」では、
技能実習生や特定技能にも『訪問介護』を認める方向が示されました。

今後、早ければ２０２５年度にも制度を見直し、訪問介護が解禁される予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_225506_00001.html

中間まとめ（案）
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001265042.pdf
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出典：厚生労働省



最後に伝えておきたいこと
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※重要：気をつけるべきこと

52

不法就労（オーバーワークを含む）や、『偽装就職』、偽装結婚などには絶対に関わらない！
アドバイスしただけで罪になる場合もあります。

＜入管法の罰則規定＞（入管法から抜粋）
第70条
次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役若しくは３００万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは
禁錮及び罰金を併科する。
二の二、偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し（中略）た者

第73条の２
次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役若しくは３００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一、事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二、外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三、業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者

第74条の6
営利の目的で第７０条第１項第１号若しくは第２号に規定する行為（以下「不法入国等」という。）
又は同項第２号の２に規定する行為の実行を容易にした者は、３年以下の懲役若しくは３００万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。



ご静聴ありがとうございました。
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